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食品営業許可の手引き
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2 営業許可が必要な業種

1 「営業許可」とは？

3 いつまでに何をするの？
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4 どんな場合に営業許可が必要になるの？

2



3

2

1

4

5 営業許可の要件は？

6 いつまでに手続きをすればいいの？
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7 営業許可を取るにはどうしたらいいの？

営業許可証は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください。
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8 食品衛生責任者って何ですか？

9 営業にあたって気を付けることは？
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10  営業許可の有効期間

11  申請書類の書き方 申請日を記入してください。

新規又は継続のいずれかに○を
してください。

営業許可情報は、原則オープンデータとして公開します。不都合がある場合は、チェックして
ください。

申請者が法人の場合は、法人番号を記入してください。
個人番号は、記入しないでください。

申請者の生年月日を記入してください。
法人の場合は、記載不要です。

営業施設の食品衛生責任者の氏名を記入してく
ださい。講習会受講前の場合は受講予定者の氏
名を記入してください。

食品衛生責任者の資格の種類に○をつけてください。講習会の受講者については、講習会の名称、
受講年月日を記入してください。
食管：食品衛生管理者、食監：食品衛生監視員、調：調理師、製：製菓衛生師、栄：栄養士、
船舶：船舶料理士、と畜：と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者、
食鳥：食鳥処理衛生管理者

自動販売機の場合は、型番を記入してく
ださい。
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営業施設の担当者及び電話番号を記入してください。

指定成分等（コレウス・フォルスコリー、プエラリア・ミリフィカ、ドオウレン、
ブラックコホシュ）を含む食品を取り扱う場合はチェックをしてください。

該当する食品又は添加物を製造する場合は、あてはまるものに
チェックしてください。

「令第13条に規定する食品又は添加物の別」のいずれかの食品又は添加物
を製造する場合は、食品衛生管理者の氏名を記入してください。
※別途「食品衛生管理者選任（変更）届」も必要です。

食品衛生管理者の資格の種類を記入してください。
○医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
○学校教育法に基づく大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化
　学の課程を修めて卒業した者
○都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
○学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校等を卒業した者又は厚生労働省令で定めると
　ころによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かな
　ければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務
　に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

該当している場合に項目にチェックしてください。
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12  営業許可を受けた後、変更があった場合の手続きは？

（1）申請事項に変更があった場合

ふぐ処理をする営業を行う場合は、ふぐ処
理者氏名及び都道府県等に認定をされた認
定番号を記入してください。

水道水以外の飲用に適する水を使用する場
合は、水質検査結果を添付してください。

営業許可を継続する場合に、既に取得している
許可の許可番号及び許可年月日を記入してくだ
さい。また、事業譲渡の場合は、譲渡の対象と
なる営業の許可番号及び許可年月日を記入して
ください。
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（2）廃業した場合

（3）食品衛生管理者が変更になった場合

（4）相続又は法人の合併・分割により営業許可を引き継いだとき
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